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本計画において、「中小企業」及び「小規模企業」とは、以下の者を指します。 

 

【中小企業者及び小規模企業者の範囲】 

中小企業基本法第２条第１項及び第５項の規定に従い、下記の範囲とします。 

※ 下記業種については、中小企業関連立法における政令に基づき、以下のとおり定められています。 

【中小企業者】 

①製造業のうち     ゴム製品製造業：資本金３億円以下又は常時雇用する従業員 900人以下 

③サービス業のうち ソフトウェア業：資本金３億円以下又は常時雇用する従業員 300人以下 

情報処理サービス業：資本金３億円以下又は常時雇用する従業員 300人以下 

旅館業：資本金５千万円以下又は常時雇用する従業員 200人以下 

【小規模企業者】 

③サービス業のうち 宿泊業・娯楽業：常時雇用する従業員 20人以下  

うち小規模企業者

資本金 常時雇用する従業員 常時雇用する従業員

①製造業・建設業・運輸業
　その他の業種（②～④を除く）※

３億円以下 300人以下 20人以下

②卸売業 1億円以下 100人以下 ５人以下

③サービス業※ 5,000万円以下 100人以下 ５人以下

④小売業 5,000万円以下 50人以下 ５人以下

中小企業者
（下記のいずれかを満たすこと）業　種
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第１ はじめに 

 

１ 計画策定の趣旨 

福岡県の中小企業は、多様な分野で特色ある事業活動を行い、県民に多くの就業の

機会を提供するなど、本県経済において重要な役割を担っています。また、小規模企

業は、地域に根差し、地域の需要に対応した商品や役務の提供等を通じ、地域社会の

担い手となっています。 

 近年、経済のグローバル化や情報化の進展等による企業間競争の激化、人口減少や

高齢化の進展等による市場規模の縮小など、本県の中小企業は厳しい経営環境に直面

しています。また、小規模企業は、資金や人材等の経営資源に大きな制約があるため、

このような経営環境の変化に対応することが難しく、経営を維持するだけでも大変な

労力が必要となっています。 

 このような中、県経済の健全な発展と県民生活の向上を図っていくためには、中小

企業の多様で活力ある成長発展が不可欠です。 

このため、県では、中小企業の振興を県政の重要課題と位置付け、中小企業の振興

を総合的かつ計画的に推進するために、平成 27年 10月、福岡県中小企業振興条例（以

下「条例」という。）を制定しました。 

条例では、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、中小

企業の振興に関する基本的な計画を策定することとしており、条例に基づき、「福岡

県中小企業振興基本計画」を策定するものです。 

 

 

２ 計画期間 

 計画期間は、平成 28年３月から平成 31年３月までのおおむね３年間とします。 
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第２ 本県中小企業の現状 

 

１ 中小企業を取り巻く環境 

 （１）本県の人口 

・ 本県の人口は、1970年（昭和 45年）の国勢調査以来、一貫して増加基調に

あるものの、その伸びは鈍化傾向にあります。 

・ 本県の人口推移を長期的にみた場合、やがて人口はピークアウトし、減少局

面に転化すると見込まれています。また、生産年齢人口（15歳～64歳）は 2000

年（平成 12年）をピークにすでに減少に転じています。 

・ 総人口及び生産年齢人口の減少に伴い、地域経済の規模縮小だけではなく、

地域社会の活力そのものが低下することが懸念されます。 

 

   図表１ 福岡県の総人口、年齢区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（２）グローバル化の進展 

   ・ グローバル化により、ヒト、モノ、カネの国境を越えた移動が活発化し、世

界を一つの市場とした企業間競争が激化しています。 

・ 中国やインド、ＡＳＥＡＮ等の新興国は日本を大きく上回るペースで経済成

長を続けています。新興国は、世界経済の中で、生産拠点としてだけでなく、

市場としてもその影響力を強めています。 

 

 

 

資料：「福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略」 

（総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所 

「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計）」） 
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   図表２ 製造業の海外生産比率の推移（国内全法人ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図表３ 地域別実質ＧＤＰの推移（米ドル換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報化の進展 

・ 近年の情報通信技術（ＩＣＴ）の発達は著しく、スマートフォンやタブレッ

ト型端末等の情報通信端末・インターネットの普及を背景に、楽天市場や

Amazon等を始めとする個人向けＥＣ※１市場は拡大しています。 

・ ＩＣＴは、企業規模の大小にかかわらず、企業活動の時間、場所、情報の制

約を解消し、生産性の向上やビジネスチャンスの拡大に有効な手段です。  
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資料：中小企業白書(2014年版) 
（IMF「World Economic Outlook,October2013」） 

資料：経済産業省「第 44回海外事業活動基本調査(H25年度実績)」、「通商白書 2014」 

(注)  海外生産比率＝現地法人（製造業）売上高/(現地法人(製造業)売上高＋国内法人(製造業)売上高)×100.0 
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一方で、大企業と中小企業の間の情報格差は未だに大きく、中小企業はＩＣ

Ｔをビジネスに十分に活かせていない状況にあります。 

 

 

   図表４ 対個人向けＥＣ市場規模の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図表５ 規模別・利用形態別のＩＴの導入の状況（全国） 
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(注)  1. 「EC化率」とは、全ての商取引金額に占める電子商取引金額の割合のことをいう。 

2.  EC市場規模及び EC化率は小売業・サービス業における数値。 

※１ 「ＥＣ」とは、電子商取引を表す「eコマース」の略語で、インターネットなどのネットワー
クを利用して、契約や決済などを行う取引形態のことをいう。 

資料：中小企業白書(2014年版) 

(中小企業庁委託「ＩＴの活用に関するアンケート調査」2007年 11月、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 
(中小企業庁委託「ＩＴの活用に関するアンケート調査」2012年 11月、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 
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（４）県内総生産 

・ 平成 24年度の県内総生産（名目）は、17兆 9122億円と前年度比で 0.9％減

少し、近年、18兆円前後で推移しています。 

・ 産業別構成比は、第１次産業が 0.8％、第２次産業が 19.1％、第３次産業が

79.3％となっており、第３次産業の占める割合が高い産業構造となっています。 

 

図表６ 県内総生産（名目）と全国シェアの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）県民所得 

   ・ 平成 24 年度の一人当たり県民所得は、279.5 万円となっており、前年度比

で２万２千円減少しました。 

   ・ 全国平均を 100とした場合の指数は、101.5となっており、ここ数年、全国

平均を上回っています。 

図表７ 一人当たり県民所得の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福岡県「平成 24年度県民経済計算」 

資料：福岡県「平成 24年度県民経済計算」 
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（６）鉱工業生産 

  ・ 平成 26 年の鉱工業生産指数は、全国的に伸び悩み、横ばいで推移する中、

本県は 104.6と全国（99.0）を上回っています。 

 

図表８ 鉱工業生産指数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）設備投資 

 ・ 平成 27 年度の福岡県の設備投資計画は、３期連続で前年度比プラスとなっ

ています。 

 

図表９ 設備投資の対前年度比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：経済産業省「鉱工業指数(平成 26年)」 
福岡県「福岡県鉱工業指数(平成 25年、26年)」 

(注)  平成 22年を 100 とする 

 

資料：日本政策投資銀行「地域別設備投資計画調査(平成 27年 8月)」 

(注)  平成 27年度は計画 
 

12.2 

4.7 

- 4.1 

- 3.2

4.0 

- 30.9

- 8.9

5.4

1.3

18.5

7.2 

6.7 

- 7.2 

- 17.4 

- 5.4 

- 1.1

2.9
3.0

6.9
13.3

- 35

- 30

- 25

- 20

- 15

- 10

- 5

0

5

10

15

20

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

福岡県

全国

（％）

平成 年度

86.5 

100.0 

97.2 97.8 97.0 
99.0 

84.1 

100.0 

101.7 

107.2 

103.9 104.6 

75

80

85

90

95

100

105

110

21 22 23 24 25 26

全国

福岡県

平成 （年）



7 

 

（８）製造品出荷額等 

  ・ 平成 25年の福岡県の製造品出荷額等は、8.2兆円、全国に占める割合は 2.8

となっており、いずれもここ数年横ばいで推移しています。 

 

図表１０ 製造品出荷額等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１１ 製造品出荷額等の上位都道府県（平成 25年） 
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資料：経済産業省「工業統計調査(平成 16年～22年、24年、25年)」 
     平成 23年は、総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス活動調査」 
(注)  平成 19年の調査項目追加により、平成 19年の数値は平成 18年以前の数値と接続しない。 

資料：経済産業省「平成 25年工業統計調査」 

2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%

2.9% 2.8% 2.9% 2.9%
2.8%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

0

2

4

6

8

10

12

平成16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

（兆円）

基礎素材型 加工組立型 生活関連型 全国に占める割合(右軸）

7.3 7.8 8.2
8.6 8.6

7.8 8.2 8.1

（年）

8.3
8.2

順位 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 



8 

 

 （９）卸売業・小売業の年間商品販売額の推移 

・ 平成 26年の福岡県の卸売業・小売業の年間商品販売額は、それぞれ 13.5兆 

円、4.8兆円となっています。全国シェアはそれぞれ 3.8％、3.9％となってお 

り、いずれも４％前後で推移しています。 

 

図表１２ 卸売業年間販売額の推移    図表１３ 小売業年間販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）企業倒産 

   ・ 平成 26 年の福岡県の企業倒産は、329 件、負債総額 490 億円となっていま

す。倒産件数は、３期連続で前年を下回り、低水準で推移しています。 

 

図表１４ 企業倒産の推移（福岡県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：経済産業省「平成 26年商業統計調査」 
総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス活動調査」 

(注)  「平成 19 年以前の商業統計調査」 と 「平成 24 年経済センサス活動調査」及び

「平成 26年商業統計調査」は統計の手法が異なるため、比較はできない。 

資料：東京商工リサーチ「九州・沖縄地区企業整理倒産状況（負債 1000万円以上）(平成 17年～26年)」 
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（11）有効求人倍率、完全失業率 

・ 平成 28年１月の福岡県の有効求人倍率は、1.20倍と過去最高の水準で推移

しています。 

・ 平成 27年 10月から 12月期の福岡県の完全失業率は、4.0％と全国平均（3.1％）

を上回っています。 

 

図表１５ 有効求人倍率の推移（福岡県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１６ 完全失業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省福岡労働局「雇用失業情勢(平成 28年 1月)について」 

資料：総務省「労働力調査(平成 25年 10-12月期～平成 27年 10-12月期)」 
(注)  １月～３月期平均公表時に、新たな結果を追加して再計算され、前年まで

の四半期平均が遡及改定される。 
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２ 本県中小企業の状況 

（１）県内の企業数、従業者数 

・ 本県の中小企業数は 14万３千であり、県内企業数の 99.8％を占めていま 

す。そのうち、小規模企業数は 12万であり、83.6％を占めています。 

・ 中小企業の従業者数は 130 万５千人であり、県内従業者数の 79.0％を占め

ています。そのうち小規模企業の従業者数は 42 万人であり、32.2％を占めて

います。 

   ・ 中小企業数は、平成21年から平成26年の５年間で、7.5％減少しており、う

ち小規模企業は１万３千、9.8％と大きく減少しています。 

   ・ また、業種別では、小売業、建設業、宿泊業・飲食サービス業等の内需型産

業の減少が大きくなっています。 

   ・ 平成26年度の開業率・廃業率は、それぞれ5.9％、4.0％となっており、開業

率は、全国３位となっています。 

図表１７ 企業数、従業者数（民営、非一次産業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１８ 県内企業数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：中小企業白書(2001年版～2015年版)、 
中小企業庁「都道府県・大都市別企業数、常用雇用者数、従業者数（民営、非一次産業、2014年）」 

(注)  経済センサスでは、(1)商業・法人登記等の行政記録を活用して、事業所・企業の捕捉範囲を拡大し

ており、(2)本社等の事業主が支所等の情報も一括して報告する本社等一括調査を導入しているた
め、平成１８年以前の「事業所・企業統計調査」による結果と単純に比較することは適切でない。 

 

資料：中小企業庁「都道府県・大都市別企業数、常用雇用者数、 
    従業者数（民営、非一次産業、2014年）」 
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図表１９ 県内の業種別企業数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図表２０ 開業率・廃業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【開業率の都道府県順位】 

平成 26年度 １位 沖縄県 7.6% ２位 埼玉県 6.1% ３位 福岡県 5.9% 

平成 25年度 １位 沖縄県 7.6% ２位 宮城県 6.1% ３位 福岡県 5.9% 

 

 

  

資料：総務省「平成２１年経済センサス基礎調査」 
総務省・経済産業省「平成２４年経済センサス活動調査」 

総務省「平成２６年経済センサス基礎調査」 

資料：厚生労働省「雇用保険事業年報(平成 18年度～26年度)」 
(注)  1. 開業率=当該年度の新規適用事業所数／前年度の雇用保険適用事業所数 

2. 廃業率=当該年度の廃止事業所数／前年度の雇用保険適用事業所数 

福岡県 全国 福岡県 全国 福岡県 全国 福岡県 全国 福岡県 全国 福岡県 全国 福岡県 全国 福岡県 全国

鉱業，採石業，砂利採取業 59 2063 0.0% 0.0% 53 1,678 0.0% 0.0% 35 1,457 0.0% 0.0% ▲ 24 ▲ 606 -40.7% -29.4%

建設業 18,877 519,539 12.2% 12.3% 17,207 467,410 12.0% 12.1% 16,943 455,552 11.8% 11.9% ▲ 1,934 ▲ 63,987 -10.2% -12.3%

製造業 10,801 448,535 7.0% 10.6% 10,568 431,512 7.4% 11.2% 10,530 415,411 7.3% 10.9% ▲ 271 ▲ 33,124 -2.5% -7.4%

電気・ガス・熱供給・水道業 54 813 0.0% 0.0% 49 684 0.0% 0.0% 68 1,029 0.0% 0.0% 14 216 25.9% 26.6%

情報通信業 1,711 50,725 1.1% 1.2% 1,455 44,840 1.0% 1.2% 1,520 45,788 1.1% 1.2% ▲ 191 ▲ 4,937 -11.2% -9.7%

運輸業，郵便業 3,256 81,624 2.1% 1.9% 2,970 74,561 2.1% 1.9% 2,945 73,390 2.1% 1.9% ▲ 311 ▲ 8,234 -9.6% -10.1%

卸売業，小売業 41,429 1,051,303 26.7% 25.0% 36,673 923,588 25.7% 23.9% 36,024 900,180 25.1% 23.6% ▲ 5,405 ▲ 151,123 -13.0% -14.4%

卸売業 9,165 243,610 5.9% 5.8% 8,592 227,107 6.0% 5.9% 8,901 229,616 6.2% 6.0% ▲ 264 ▲ 13,994 -2.9% -5.7%

小売業 32,264 807,693 20.8% 19.2% 28,081 696,481 19.7% 18.0% 27,123 670,564 18.9% 17.6% ▲ 5,141 ▲ 137,129 -15.9% -17.0%

金融業，保険業 1,561 34,930 1.0% 0.8% 1,357 30,437 1.0% 0.8% 1,367 30,220 1.0% 0.8% ▲ 194 ▲ 4,710 -12.4% -13.5%

不動産業，物品賃貸業 12,648 352,851 8.2% 8.4% 11,434 326,079 8.0% 8.4% 11,273 319,526 7.9% 8.4% ▲ 1,375 ▲ 33,325 -10.9% -9.4%

学術研究，専門・技術サービス業 7,823 203,642 5.0% 4.8% 7,210 186,280 5.0% 4.8% 7,458 189,070 5.2% 4.9% ▲ 365 ▲ 14,572 -4.7% -7.2%

宿泊業，飲食サービス業 23,172 604,986 14.9% 14.4% 21,046 544,261 14.7% 14.1% 21,511 545,005 15.0% 14.3% ▲ 1,661 ▲ 59,981 -7.2% -9.9%

生活関連サービス業，娯楽業 15,284 405,307 9.9% 9.6% 14,734 383,571 10.3% 9.9% 14,883 382,832 10.4% 10.0% ▲ 401 ▲ 22,475 -2.6% -5.5%
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第３ 推進する施策 

 前述のように、中小企業を取り巻く環境や本県中小企業の状況が大きく変化してい

る中、地域の活性化に向けて、中小企業の多様で活力ある成長発展を図るためには、

企業の創業段階から、経営基盤の強化、新たな事業展開といった中小企業１社１社の

成長段階に応じて的確な支援を行うことが重要です。また、資金や人材等の経営資源

の制約が大きい小規模企業には、技術・ノウハウの維持・向上、安定的な雇用の維持

等といった事業の持続的な発展を図るための支援を行うことが重要です。 

 このため、条例では、以下の４つの柱ごとに基本的施策を定めています。 

(１) 中小企業の創業の促進 

(２) 中小企業者の経営基盤の強化の促進 

(３) 中小企業者の新たな事業展開の促進 

(４) 小規模企業者の事業の持続的な発展 

 基本計画では、条例に定める基本的施策の体系に沿って、今後おおむね３年間で推

進する施策と主な取組を示し、中小企業に関係する全ての者が連携、協力して、計画

を推進していきます。 

  

 

 

１ 推進する施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 中小企業の創業の促進を図るための施策 

③創業に必要な資金の円滑

な供給 

 資金調達の支援 

②創業者による事業計画策

定の促進 

 事業計画の策定支援 

①創業希望者の確保及び育

成 

 創業に関する意識の醸成 

 地域における創業支援の促進 

 首都圏等からの県内創業者の発掘 
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(２) 中小企業者の経営基盤の強化の促進を図るための施策 

③事業活動に必要な資金の

円滑な供給 

 資金調達の支援 

②事業活動を担う人材の確

保及び育成 

 県内中小企業の魅力の発信 

 企業と人材のマッチング支援 

 ＵＩＪターン就職の促進 

 従業員の技能向上支援 

 安心して働ける労働環境整備の促進 

⑤事業承継の円滑化の促進  事業承継に関する意識の醸成 

 円滑な事業承継等の実行支援 

(３) 中小企業者の新たな事業展開の促進を図るための施策 

②新たな事業活動を担う人

材の確保及び育成 

 人材確保の支援 

 人材の育成支援 

 事業計画の策定支援 ①経営基盤強化に係る計画

策定の促進 

 事業計画の策定支援 ①新たな事業展開に係る計

画策定の促進 

④情報通信技術、商談会等を

活用した販路開拓の促進 

 インターネット活用による販路開拓支援 

 商談会等の活用による販路開拓支援 

 ビジネスマッチングの促進 
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④新たな商品及び役務の開

発の促進 

 デザイン活用の促進 

 異業種連携や６次産業化の支援 

 地域資源活用の促進 

 新サービスや技術の事業化支援 

⑤アジアをはじめとする海

外展開の促進 

 海外展開に関する意識の醸成 

 海外展開に係る情報の提供及び助言 

 海外企業との交流や商談の促進 

③技術の高度化の促進  研究機関等による技術支援 

 成長分野への参入促進 

 産学官連携等による研究開発の支援 

 知的財産の取得・活用支援 

(４) 小規模企業者の事業の持続的な発展を図るための施策 

 事業計画の策定支援 ①事業の持続的な発展に係

る計画策定の促進 

②生産性の向上の促進  生産性向上に係るノウハウ等の習得支援 

 ＩＣＴの活用による売上拡大の支援 
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２ 推進する施策と主な取組 

 

（１） 中小企業の創業の促進を図るための施策 

 

① 創業希望者の確保及び育成 

 【施策】創業に関する意識の醸成 

  

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 商工会議所、商工会による窓口相談や創業セミナー等により創業希望者が

創業に向けて具体的な検討ができるよう支援します。 

・ 地域中小企業支援協議会に女性向け創業相談員を配置し、地域ごとに相談

会を実施します。 

・ 金融機関や支援機関と連携し、起業を目指す女性、起業後間もない女性に

対する支援を行います。 

 

 【施策】地域における創業支援の促進 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 地域中小企業支援協議会において、市町村が策定した創業支援事業計画の

実行をそれぞれの地域の強みを活かし支援します。 

・ 市町村の創業支援プログラムの策定支援や地域の課題解決等をテーマとし

たビジネスプランコンテストの県内開催など、地域における創業支援の環境

づくりを促進します。 

 

 【施策】首都圏等からの県内創業者の発掘 

  

 

 

 創業セミナーの開催や市町村、商工会議所、商工会、金融機関、専門家団

体等で構成する地域中小企業支援協議会に配置する創業相談員による相談

会の実施など、創業希望者の創業に向けた具体的な検討が促進されるよう支

援します。 

 地域中小企業支援協議会において、地域の力を結集し、市町村が策定した

創業支援事業計画の実行支援など、地域の特徴や強みを活かした創業支援の

取組を促進します。 

 県内の創業支援の情報や移住創業の魅力など、県内での創業について広

くＰＲし、首都圏等からの県内での創業希望者を発掘します。 
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＜主な取組＞ 

・ 首都圏において、市町村担当者等による創業支援プログラムのＰＲや県外

からの移住創業経験者によるトークイベントの開催など、県内での創業の魅

力を広く発信します。 

 

 

② 創業者による事業計画策定の促進 

 【施策】事業計画の策定支援 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 商工会議所、商工会による創業セミナー等により創業計画策定の重要性の

理解促進を図ります。 

・ 事業計画策定のノウハウを学ぶ講座や、創業に必要な知識を集中的に学べ

る創業塾等を通じ、事業計画の策定を支援します。 

・ 福岡県ベンチャービジネス支援協議会が実施する「福岡よかとこビジネス

プランコンテスト」を通じて、創業希望者のビジネスプランのブラッシュア

ップを行い、地域ぐるみで創業を支援します。 

・ 福岡県ベンチャービジネス支援協議会による「フクオカベンチャーマーケ

ット」を定期的に開催し、ビジネスプランのブラッシュアップから商談開始

のサポートまで一貫して支援します。 

 

 

③ 創業に必要な資金の円滑な供給 

 【施策】資金調達の支援 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 福岡県中小企業振興資金融資制度の「新規創業資金」等により、創業に必

要な資金の円滑な調達を支援します。 

 

 

 支援機関による相談対応や創業セミナー等の開催などを通じて、創業計

画の重要性について理解促進を図るとともに、その策定を支援します。 

 福岡県中小企業振興資金融資制度等により、創業に必要な資金の調達を

支援します。 



17 

 

・ 「フクオカベンチャーマーケット」を通じて金融機関や投資ファンド事業

者等ベンチャー投資家とのマッチングの場を提供するなど、創業に必要な資

金の獲得を支援します。 

 

 

④ その他創業の促進を図るために必要な施策 

＜主な取組＞ 

・ 九州・山口の将来性あるベンチャー企業と、県内外のビジネスパートナー

が集うマッチングイベントを開催します。 

・ ベンチャー企業のスタートアップ支援や進出企業の受け皿として、インキ

ュベーションルームを提供します。 

・ 「福岡県新商品生産による新事業分野開拓者認定制度」により独自の新商

品を生産する創業まもない企業を認定し、新商品の販路開拓を支援します。 

 

【推進にあたっての指標】 

県内の創業を促進していくためには、創業の気運を高め、ノウハウの習得等を支

援することが重要です。このため、本計画期間中の目標指標を次のとおり設定しま

す。 

指標 当初値 
目標値 

(H30年度) 

創業セミナー、創業塾の参加人数 
1,564人 

(H26年度) 
2,200人 

開業数 
4,793件／年 

(H25年度) 
7,500件／年 

 

 

（２） 中小企業者の経営基盤の強化の促進を図るための施策 

 

① 経営基盤強化に係る計画策定の促進 

 【施策】事業計画の策定支援 

 

 

 

 

 

 商工会議所、商工会等の支援機関や専門家による指導・相談対応やセミ

ナーの開催等により、事業計画の重要性について理解促進を図るとともに、

その策定を支援します。 
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＜主な取組＞ 

・ 商工会議所、商工会の経営指導員等による巡回指導や窓口相談などにより、

中小企業者の経営改善や経営強化に向けて事業計画の重要性の理解促進を

図るとともに、その策定を支援します。 

・ 地域中小企業支援協議会が行うセミナーの開催等により、事業計画の重要

性の理解促進を図るとともに、その策定を支援します。 

・ 経営改善が必要な中小企業に対し、中小企業経営改善・金融サポート会議

において、中小企業診断士、税理士等の専門家を活用し、経営改善計画の策

定等を支援します。 

 

 

② 事業活動を担う人材の確保及び育成 

 【施策】県内中小企業の魅力の発信 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 若者しごとサポートセンターにおける、県内中小企業と学校関係者の就職

に関する幅広い情報交換の場の提供や高校生・大学生等を対象とした職場見

学等を通じて、高校生・大学生等や教員に県内企業の魅力を紹介します。 

・ 県内中小企業にとって、企業の活動を直接ＰＲする機会となる中学校と連

携した職場体験等の実施を促進します。 

・ 魅力ある特徴を有するものづくり企業を紹介する冊子を作成して学生等に

広く情報発信し、優れたものづくり中小企業をＰＲします。 

・ 理工系大学生を対象に製造業の魅力を発信するフォーラムを開催します。 

・ 普通高校の生徒を対象に県内ものづくり中小企業でのインターンシップを

促進します。 

 

 【施策】企業と人材のマッチング支援 

 

 

 

 企業情報の発信、職場見学やインターンシップ等により、県内中小企業

を具体的に知って体験できる機会を提供することで、その魅力を広く周知

します。 

 若者、中高年、子育て中の女性、障害者に対して就職支援を行うととも

に、合同会社説明会の開催等を通じて、県内中小企業と多様な人材のマッ

チングを支援します。 
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＜主な取組＞ 

・ 若者しごとサポートセンター、３０代チャレンジ応援センター、中高年就

職支援センターにおいて、ハローワーク等関係機関と連携しながら、合同会

社説明会・面接会の開催等を通じて、中小企業と求職者のマッチングを促進

します。 

・ 県内４か所に設置した子育て女性就職支援センターにおいて、勤務時間の

制約等により就職が難しい子育て中の女性に対し、個別相談から就職支援情

報や保育情報の提供、就職あっせんまで一貫して支援します。 

・ 「子育て応援宣言企業」を集めた合同会社説明会を開催し、仕事と子育て

の両立支援に積極的に取り組む企業への子育て中の女性や学生等の就職を

促進するとともに、宣言企業の人材確保を支援します。 

・ 障害者の雇用に対する企業の理解を深めるセミナー等の開催や職業紹介に

よる就職及び職場定着の支援等により、多様な人材の確保を促進します。 

・ 福岡県７０歳現役応援センターを中心に、定年の引き上げ、継続雇用、定

年の廃止など「７０歳まで働ける制度」の導入促進や高齢者向け求人の開拓、

就業・社会参加マッチング支援やセミナーによる意識改革等を行います。 

・ 東京圏の大学生等を対象に、大学の休暇等を活用したインターンシップの

実施や合同会社説明会、合同会社面接会を開催します。 

 

 【施策】ＵＩＪターン就職の促進 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 東京圏の大学生等を対象とした合同会社説明会や合同会社面接会の開催に

あわせて、移住・定住に関する情報を発信することで、ＵＩＪターン就職を

促進します。 

 

 【施策】従業員の技能向上支援 

 

 

 

 

 企業情報や就職情報に加えて、移住・定住等の情報を発信することで、

若者をはじめとする人材の東京圏等から県内中小企業へのＵＩＪターン就

職を促進します。 

 講習会等の開催や企業自らが行う職業訓練等を支援することにより、従

業員の技能向上を促進します。  
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＜主な取組＞ 

・ 商工会議所、商工会等と連携しながら、中小企業単独では開催が困難な若

手従業員を育成するための合同セミナーや経営者及び従業員の知識、技能、

管理能力の向上を図る研修を推進します。 

・ 技能検定や認定職業訓練を通じて、企業が積極的に人材育成に取り組める

環境を整備します。 

・ 企業が積極的に雇用できるよう、職業訓練を通じ求職者の技能習得を支援

します。 

・ 設備の基本構造や運用改善手法、設備更新によるエネルギーコストの削減

効果について解説する講座を開催し、省エネルギーに関する知識や技術の習

得を支援します。 

・ 再生可能エネルギーの導入を検討する事業者等に対し、エネルギーに関し

て専門的知見を有するアドバイザーを無料で派遣し、技術的な助言・指導等

を行います。 

・ 多様化する住宅建設技術、新制度や法改正など、住宅関連事業者に求めら

れる技術や知識を習得できる研修やセミナーを実施します。 

 

 【施策】安心して働ける労働環境整備の促進 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 県内企業における正規雇用の拡大を図るため、正規雇用促進企業支援セン

ターにおいて、国や関係機関と連携し、年代別センター等と一体となって人

材確保、採用力向上など企業に対する指導・助言を行うとともに、事業主や

商工会議所、商工会の経営指導員に対する研修等を実施します。 

・ 経済団体等と連携し、女性の人材育成や登用に向けた企業等の取組を推進

します。また、管理職等のリーダーとなる女性が必要な実践力や知識を習得

できる「ふくおか女性いきいき塾」の開催、企業の管理職や経営者を対象と

したセミナーの開催、アドバイザーの派遣による支援等を行います。 

・ 県の競争入札参加資格審査の地域貢献活動評価項目に「女性の活躍推進」

を設け、女性従業員の登用を進める事業所を支援します。 

 多様な人材が働きやすく、定着が促進されるよう、ワーク・ライフ・バ

ランスの推進、多様な働き方の推進、従業員の健康づくりや安定した雇用

を維持する取組など、中小企業の労働環境の改善、整備を支援します。 
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・ ホームページによる「子育て応援宣言企業」の取組紹介、経済団体等と連

携し、会員企業が集まる総会等での働きかけ、未宣言企業を直接訪問しての

事業説明等を通じ、宣言企業の登録を拡大し、仕事と子育てが両立できる職

場環境づくりを促進します。 

・ 従業員ががんや生活習慣病になることによる人的損失や医療費の増大のリ

スクを低減するため、健康づくりに取り組みやすい職場環境の構築を促す講

演等の実施やアドバイザーの派遣、がん検診の普及・啓発に取り組む事業所

の募集・登録、情報提供等を行います。 

・ 事業の閑散期等の余剰人員等を活用し、建設業や造園業等から林業への参

入を促進することで、雇用の安定等を支援します。 

 

 

③ 事業活動に必要な資金の円滑な供給 

 【施策】資金調達の支援 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 福岡県中小企業振興資金融資制度の「長期経営安定資金」等により、中小

企業者の事業活動に必要な資金の円滑な調達を支援します。 

・ 中小企業者の公害防止施設、環境保全施設、省エネルギー対策、分散型エ

ネルギーシステムの導入、水素ステーションの整備等に必要な資金の調達を

低利融資により支援します。 

・ グリーンアジア国際戦略総合特区計画の推進に資する事業等を実施する企

業が行う設備投資に必要な資金の調達を、国が行う利子補給制度を活用した

低利融資により支援します。 

 

 

④ 情報通信技術、商談会等を活用した販路開拓の促進 

 【施策】インターネット活用による販路開拓支援 

 

 

 

 

 福岡県中小企業融資制度等により、中小企業者の事業活動に必要な資金

の調達を支援します。 

 限られた経営資源で効率的に販路を開拓するため、インターネットを活

用したビジネスマッチングや通信販売を促進します。 
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＜主な取組＞ 

・ 県内ＩＴ企業と連携したセミナーの開催や個別訪問指導により、中小企業

者のニーズに応じたネット通販の導入を支援します。 

・ 中小企業振興センターを通じて、インターネットを活用した企業間取引を

推進するとともに、ネット通販による販売を促進します。 

 

 【施策】商談会等の活用による販路開拓支援 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 商工会議所、商工会、中小企業振興センター等と連携し、商談会の開催、

出展等を支援します。 

・ 単独では域外に売り込むことが困難な中小企業を対象に、地域中小企業支

援協議会による合同物産展及び商談会を開催します。 

・ 生活に密着したサービスを提供する企業について、大型展示会への出展を

支援します。 

・ バイオ、ロボット、医療福祉機器、有機ＥＬ、水素エネルギー、Ruby・コ

ンテンツ等の成長産業分野において県内企業が開発した製品について、展示

会出展等を支援し、販路開拓を促進します。 

・ 再生可能エネルギー、省エネルギー分野等に関連する先進的製品・技術を

一堂に紹介する展示会を開催するとともに、中小企業の出展を支援すること

で、エネルギー関連産業への新規参入やビジネスマッチング等を支援します。 

・ 本県自動車関連企業の取引拡大を図るため、新技術や新工法等をＰＲする

商談会をカーメーカー本社等で開催します。 

・ 自動車部品に占める割合が高まっている電子・電装系分野への県内企業の

参入促進のため、大手電子・電装系企業の本社等での商談会の開催や大規模

展示会等への出展を支援します。 

・ 基準に適合したリサイクル製品を認定し、リサイクル製品の普及啓発を行

い、県が率先して調達すること等により、県内企業の販路開拓を促進します。 

 商談会や展示会の開催、大規模展示会への出展支援等により、中小企業

の販路開拓を支援します。 
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・ 「福岡県新商品生産による新事業分野開拓者認定制度」により独自に開発

した新商品を生産するものづくり中小企業を認定し、新商品の販路開拓を支

援します。 

 

 【施策】ビジネスマッチングの促進 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 自動車産業アドバイザーによる県内企業とカーメーカー等とのマッチング

支援や、カーエレプロモーターによる県内企業と電子・電装系企業とのマッ

チング支援等を行います。 

・ 中小企業振興センターを通じて、受発注情報の提供や取引のあっせん等を

支援します。 

 

 

⑤ 事業承継の円滑化の促進 

 【施策】事業承継に関する意識の醸成 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 商工会議所、商工会、中小企業振興センター等におけるセミナーの開催な

どを通じて、経営者の事業承継に対する問題意識の醸成や後継者の育成を支

援します。 

 

 【施策】円滑な事業承継等の実行支援 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 商工会議所、商工会、中小企業振興センター等において、専門家や国の事

業引継ぎ支援センターと連携し、事業承継や廃業が円滑に進むよう支援しま

す。 

 

 企業ニーズのマッチング、受発注情報の提供による企業間取引の促進等

のビジネスマッチングの促進を図ります。 

 経営者や後継者を対象にしたセミナーの開催等を通じて、事業承継に対

する問題意識の醸成、対策の早期取組を促します。 

 弁護士、税理士等の専門家と連携し、法務、税務、Ｍ＆Ａ等の事業承継

に関する様々な相談に対応し、円滑な事業承継や廃業を支援します。 
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⑥ その他経営基盤の強化の促進を図るために必要な施策 

＜主な取組＞ 

・ 商工会議所、商工会の経営指導員等による巡回指導や窓口相談により金融、

税務、労務、社会保険、経営・技術の改善等の経営全般にわたる支援を行い

ます。 

・ 中小企業団体中央会を通じて、経営資源を補完するための中小企業の連

携・組織化を支援します。 

・ 中小企業者が共同して経営基盤の強化を図るために組合等を設立して、工

場団地、ショッピングセンター等を建設する事業等に対し、資金及びアドバ

イスの両面から中小企業基盤整備機構と一体となって支援します。 

・ 商工会議所、商工会の推薦による地域における意欲ある中小企業の事業計

画策定からその実行までを地域中小企業支援協議会が一貫して支援します。 

・ 特区関連分野、先端産業分野など、県の産業政策と一体となった「戦略産

業雇用創造プロジェクト」を通じ、関連分野における雇用促進、人材育成等

を支援します。 

 

【推進にあたっての指標】 

県内の中小企業が経営環境の変化に的確に対応し、経営基盤の強化を図っていく

ためには、計画的な経営や域外需要の獲得、人材の確保等を支援することが重要で

す。このため、本計画期間中の目標指標を次のとおり設定します。 

指標 当初値 
目標値 

(H30年度) 

経営改善・金融サポート会議の支援によ

り経営改善計画を策定した企業数 

274社 

(H26年度) 
700社 

県の支援により域外への販路開拓のため

の展示会や商談会に出展する企業数 

742社／年 

(H26年度) 
1,000社／年 

若者しごとサポートセンター、 

３０代チャレンジ応援センターによる就

職者数のうち、正規雇用者の割合 

74% 

(H26年度) 
80% 

公共職業訓練受講者の就職率 

（施設内訓練） 

87% 

(H26年度) 
90% 
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（３） 中小企業者の新たな事業展開の促進を図るための施策 

 

① 新たな事業展開に係る計画策定の促進 

 【施策】事業計画の策定支援 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 独自の技術・ノウハウを持った創造的中小企業を育成するため、中小企業

の経営革新計画の策定を支援します。 

・ 中小企業団体中央会や中小企業振興センターを通じて農商工連携、地域資

源の活用、新連携など新たな事業展開に係る事業計画の策定を支援します。 

 

 

② 新たな事業活動を担う人材の確保及び育成 

 【施策】人材確保の支援 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 「福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通じて、プロフェッショナ

ル人材の活用意欲を喚起し、主に首都圏から人材を呼び込み、必要な人材の

確保を実現します｡ 

・ 福岡アジアビジネスセンターによる留学生と県内企業の交流支援等を通じ

て、中小企業のグローバル展開を支える人材の確保を支援します。 

 

 【施策】人材の育成支援 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ バイオ、ロボット、医療福祉機器、有機ＥＬ、水素エネルギー、Ruby・コ

ンテンツ、航空機産業等の成長産業分野への参入促進や企業の開発能力向上

を図るため、関連技術者など専門人材育成を支援します。 

 支援機関や専門家による指導・相談対応やセミナーの開催等により、新

たな事業展開に係る事業計画の重要性について理解促進を図るとともに、

その策定を支援します。 

 新商品や新サービスの開発、成長産業分野への参入やグローバル展開な

ど、中小企業の新たな事業活動を担う人材の育成を支援します。 

 新たな事業活動を展開する上で必要となる、自社に不足している技術や

ノウハウを持つ人材の確保を支援します。 
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・ ３次元設計、ＣＡＥ等のデジタル技術活用講座や、金型・めっき・プラス

チックなど、ものづくりの基盤となる技術講座を開催します。 

・ 工業技術センターや産業支援機関において、質の高い技術、技能の習得を

目指す県内中小企業の技術者育成を支援します。 

・ 福岡アジアビジネスセンターによるグローバル経営者育成塾により中小企 

業のグローバル展開を支える人材を育成します。 

 

 

③ 技術の高度化の促進 

 【施策】研究機関等による技術支援 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 工業技術センターにおける技術相談、受託研究、設備機器利用等により中

小企業の技術の高度化を支援します。 

・ 県内食品製造企業による付加価値の高い食品の開発を推進するため、工業

技術センター生物食品研究所に設置したふくおか食品開発支援センターに

おいて、商品企画から加工、評価までを一貫して支援します。 

・ 水素エネルギー製品研究試験センターにおいて、企業が開発した水素関連

製品の試験を行い、製品化を支援します。 

 

 【施策】成長分野への参入促進 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 水素・燃料電池分野への参入促進を図るため、技術、部品に詳しいアドバ

イザーによる部品に関する情報提供・技術指導・メーカーとのマッチング支

援等を行うとともに、部品の情報を提供するセミナー等を開催します。 

・ 今後、普及が見込まれる環境対応車への県内企業の参入に向け、軽量化・

小型化部品研究会や高機能部品研究会等を開催します。 

 新技術・新製品の開発を促進するため、工業技術センター等の研究機関

による技術支援を行い、中小企業の技術力の向上を図ります。 

 研究会での情報交換やセミナー、専門家によるアドバイス等により、今

後成長が見込まれる分野への参入を促進します。 
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・ 県内企業の医療福祉機器分野への参入を促進するため、専門家等によるア

ドバイスや医療福祉の現場と企業のマッチング支援、法規制への対応支援、

医工連携による機器開発の推進等を行います。 

・ 有機光エレクトロニクス実用化開発センター（i3-OPERA）において、新規

有機ＥＬ材料の早期実用化を促進するとともに、県内企業の参入を促進する

ため、有機光エレクトロニクス産業化研究会等による支援を行います。 

・ Ruby を核としたソフトウェア産業とコンテンツ産業の一体的な振興を推

進することにより、世界を視野に入れたビジネスを展開する「Ruby・コンテ

ンツ産業」への参入を図り、その育成、集積を促進します。 

・ 成長が見込まれる航空機産業分野への参入促進を図るため、航空機部品製

造・整備に詳しいアドバイザーによる技術・品質管理等の個別指導や研究会

の開催、展示会への出展支援等を行います。 

 

 【施策】産学官連携等による研究開発の支援 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 酒造技術の高度化を目指す酒造組合と工業技術センター生物食品研究所とが

共同で福岡県独自の酵母を開発し、付加価値の高い清酒の開発を推進します。 

・ 県内ゴム製造中小企業と工業技術センター化学繊維研究所、九州大学とが

共同で耐水素脆性に優れたゴムパッキンを開発します。 

・ 創薬及びその周辺分野において、「核酸医薬」等の次世代医薬品の研究開

発を行っているベンチャー企業等に対して研究開発の支援を行います。 

・ 機能性食品の分野において、機能性表示食品の開発案件を拡大するために

一貫フォロー体制の構築を行い、研究開発の支援を行います。 

・ 新しいニーズに対応したロボットやシステムの研究開発について国の研究

資金も活用し支援します。 

・ リサイクル技術の開発や、リサイクルに必要な収集運搬体制の構築等の社

会システムの実現について、産・学・官・民が共同で行う研究開発を支援し

ます。 

 

 今後成長が見込まれる分野に関して、産学官連携等による新たな技術に

対する研究開発を支援します。 
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 【施策】知的財産の取得・活用支援 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 知的所有権センターにおいて、知的財産に関する相談対応や普及・啓発を

図るとともに、外国出願、大企業等の開放特許の活用、知財実務者の育成を

支援します。 

 

 

④ 新たな商品及び役務の開発の促進 

 【施策】デザイン活用の促進 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ マッチング型デザイン開発相談やデザイン開発ワークショップ等により、

企業の企画・開発力を向上させ、付加価値の高い商品開発を促進します。 

 

 【施策】異業種連携や６次産業化の支援 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 商品開発の支援、農林漁業者と商工業者のマッチング、展示商談会の開催

により農商工連携や６次産業化の取組を推進します。 

 

 【施策】地域資源活用の促進 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 商工会議所、商工会と連携し、地域特産品の開発を支援します。 

・ 展示会や商談会開催、見本市への出展、新商品開発など、産地組合が行う

販路開拓・需要開拓の取組を支援します。 

 知的財産に関する相談、外国出願、特許を活用した新製品開発、知的財

産実務者の育成など、中小企業の特許等の取得や活用を支援します。 

 独自の技術やノウハウを持った中小企業の育成を図るため、デザインの

活用による付加価値の高い商品開発を促進します。 

 企業間のマッチングや専門家による相談対応等により農商工連携等の異

業種連携や６次産業化等を支援し、新たな付加価値をもった商品開発を促

進します。 

 特産品開発や伝統工芸を活用した商品開発など地域の特性を活かして、域外

の需要を取り込むことのできる独自性の高い商品の開発を促進します。 
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・ 地域の特産品や地域の特徴に磨きをかけ、地域の魅力を発信することで、

域外からの需要の取込みを図ります。 

 

 【施策】新サービスや技術の事業化支援 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 生活に密着したサービスを提供する企業について、新サービスの開発や改

良を支援します。 

・ 革新的なものづくりを行う経営革新計画承認企業の新製品開発について、

その経費を補助し、製品化から事業化までを支援します。 

 

 

⑤ アジアをはじめとする海外展開の促進 

 【施策】海外展開に関する意識の醸成 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 福岡アジアビジネスセンターによる出張セミナーや相談会等を通じて海外

展開の重要性の理解促進を図ります。 

・ 中小企業振興センターや商工会議所、商工会によるセミナーの開催等を通

じて海外展開の重要性の理解促進を図ります。 

 

 【施策】海外展開に係る情報の提供及び助言 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 福岡アジアビジネスセンターによる個別コンサルティングや情報提供によ

り、海外展開に必要なノウハウ等の習得を支援します。 

・ 海外事務所において、海外ビジネス展開を図る県内企業からの相談に応じ、

現地情報の提供や企業・関係機関・専門家の紹介等の支援を行います。 

 福岡アジアビジネスセンターや支援機関によるセミナー開催等を通じて

海外展開に関する意識の醸成を図ります。 

 福岡アジアビジネスセンターや海外事務所における個別相談やセミナー

等により、海外の現地情報の提供や現地の商習慣等のアドバイスを行いま

す。 

 中小企業の新サービスの開発や改良、革新的なものづくりを行う中小企

業の新製品開発を支援します。 
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 【施策】海外企業との交流や商談の促進 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 現地のカウンターパート（政府機関等）と連携し、県内中小企業とアジア

企業との商談会を開催します。 

・ 海外事務所において、県内中小企業の現地訪問時の支援等を行います。 

・ ＡＳＥＡＮでタイに次ぐ第２位の自動車生産拠点に成長したインドネシア

の工業省や自動車部品団体と連携し、県内企業とインドネシア企業との商談

会を開催します。 

・ 農林漁業者と中小企業者が連携し、互いの経営資源を活用して行う、新た

な商品の開発や、輸出するために必要な技術開発の取組、国内外への販路を

開拓する取組を支援します。 

 

 

⑥ その他新たな事業展開を図るために必要な施策 

＜主な取組＞ 

・ 国内外からの観光客の誘致、県内各地への周遊促進等に取り組み、域内消

費の拡大を図ります。 

・ 福岡県中小企業振興資金融資制度の「経営革新支援資金」等により、中小

企業者の新たな事業展開に必要な資金の円滑な調達を支援します。 

・ 新たな事業展開を行う企業に対して、第三者機関が技術力、成長力、経営

力を総合的に評価し、円滑な資金調達を支援します。 

・ 商工会議所、商工会の推薦による地域における意欲ある中小企業の事業計

画策定からその実行までを地域中小企業支援協議会が一貫して支援します。 

・ 生活に密着したサービスを提供する企業について、マーケティング、顧客

満足度向上を支援する各種セミナーや個別相談会を実施します。 

・ 経営資源の活用や課題解決等に取り組む大手・中堅企業と、優れた技術や

アイデアを活かした中小企業のビジネス提案のマッチングを支援します。 

・ グリーンアジア国際戦略総合特区計画に沿った事業を行う指定法人の設備

投資に対し、特区制度を活用した特別償却又は税額控除の支援を行います。 

 海外の公的機関や商工団体等と連携した海外企業と県内中小企業との商

談会開催や情報交換等の促進により、海外進出を支援します。 
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・ グリーンアジア国際戦略総合特区に関連して行う中小企業の設備投資や、

資源の有効利用に資する産業廃棄物リサイクル施設の整備等を支援します。 

・ 福岡県立地企業振興会において、企業間の業種を超えた情報交換と相互協

力や産学官連携を推進し、企業活動が円滑に行えるよう支援します。 

 

【推進にあたっての指標】 

県内の中小企業が新たな事業に挑戦し、事業展開を図っていくためには、将来を

見据えた計画的な経営、技術や商品の開発、海外展開等を支援することが重要です。

このため、本計画期間中の目標指標を次のとおり設定します。 

指標 当初値 
目標値 

(H30年度) 

経営革新計画策定企業のうち売上が向上

した企業数 

139社 

(H26年度) 
739社 

県の支援により製品の実用化を実現した

企業数 

413社 

(H26年度) 
765社 

次世代産業分野への参画企業数 
43社 

(H26年度) 
88社 

福岡アジアビジネスセンターの支援によ

る海外展開成約件数 

59件 

(H26年) 

159件 

(H30年) 

 

 

（４） 小規模企業者の事業の持続的な発展を図るための施策 

 

① 事業の持続的な発展に係る計画策定の促進 

 【施策】事業計画の策定支援 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 商工会議所、商工会の経営指導員等による巡回指導や窓口相談等により、

小規模企業者の事業の持続的な発展に向けて、事業計画の重要性について理

解促進を図るとともに、その策定を支援します。 

・ 地域中小企業支援協議会が行うセミナーの開催等により、事業計画の重要

性について理解促進を図るとともに、その策定を支援します。 

 商工会議所、商工会等の支援機関や専門家による指導・相談対応やセミ

ナーの開催等により、事業計画の重要性について小規模企業者の理解促進

を図るとともに、その策定を支援します。 
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・ 経営改善が必要な小規模企業に対し、中小企業経営改善・金融サポート会

議において、中小企業診断士、税理士等の専門家を活用し、経営改善計画の

策定等を支援します。 

 

 

② 生産性の向上の促進 

 【施策】生産性向上に係るノウハウ等の習得支援 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 商工会議所、商工会の経営指導員等による巡回指導や窓口相談を通じて、

小規模企業の生産性向上を支援します。 

・ 生活に密着したサービスを提供する企業に対し、生産性向上のノウハウ習

得を支援する各種セミナーや個別相談会を実施します。 

 

 【施策】ＩＣＴの活用による売上拡大の支援 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

・ 県内ＩＴ企業と連携したセミナーの開催や個別訪問指導により、小規模企

業者のニーズに応じたネット通販の導入を支援します。 

 

 

③ その他小規模企業者の事業の持続的な発展を図るために必要な施策 

＜主な取組＞ 

・ 商工会議所、商工会の経営指導員等による巡回指導や窓口相談により金融、

税務、労務、社会保険、経営・技術の改善等の経営全般にわたる支援を行い

ます。 

・ 商工会議所、商工会の推薦による地域における意欲ある小規模企業者の事

業計画策定からその実行までを地域中小企業支援協議会が一貫して支援し

ます。 

 収益力を向上し持続的な経営を行うためのノウハウの習得など、小規模

企業の生産性向上の取組を促進します。 

 インターネット通販をはじめＩＣＴの活用を促進し、提供する商品やサ

ービスが地域の消費に依存している小規模企業の域外への販路開拓を促進

します。 
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・ 中小企業団体中央会を通じて、小規模企業者が経営資源を補完するための

連携・組織化を支援します。 

・ 福岡県中小企業振興資金融資制度の「小規模事業者振興資金」等により、

小規模企業者の事業活動に必要な資金の円滑な調達を支援します。 

・ 地域における商品やサービスを提供する場である商店街の活性化を図るた

め、にぎわい創出の取組や、商店街での消費を喚起する取組等を支援します。 

 

【推進にあたっての指標】 

県内の小規模企業者が事業の持続的な発展を図っていくためには、地域や企業の

実情に応じ、きめ細かく支援することが重要です。このため、本計画期間中の目標

指標を次のとおり設定します。 

指標 当初値 
目標値 

(H30年度) 

商工会議所、商工会の経営指導員による

経営改善等指導企業数 

41,451社／年 

(H26年度) 
46,500社／年 

売上又は経常利益が向上した重点支援企

業(※)のうち小規模企業数 
― 62社 

※重点支援企業：地域中小企業支援協議会において重点的に支援する中小企業 
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第４ 施策を効果的に推進するための取組 

 条例では、県は、中小企業の振興に関する施策を効果的に推進するため、地域にお

いて支援体制を整備し、中小企業支援団体、金融機関、市町村等の関係機関と緊密に

連携して支援を行うこと、工事の発注や物品及び役務の調達では、中小企業者の受注

機会の確保に努めることとしています。 

 

１ 地域における支援体制について 

 平成27年４月に県内４地域に設立した地域中小企業支援協議会を、地域における

支援体制の拠点として位置付け、中小企業振興事務所を核に関係機関が連携・協力

し、地域の力を結集して中小企業を支援することで、計画に示す取組を効果的に推

進します。 

地域中小企業支援協議会 

構成機関：商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、福岡県中小企業振興セン

ターなど中小企業支援団体、金融機関、専門家団体、市町村など 

事務局 ：中小企業振興事務所（北九州、福岡、久留米、飯塚） 

① 中小企業に対する様々な支援情報を一元化して提供し、広く周知を図ります。 

② 商工会議所、商工会の日常的な支援に加え、中小企業の高度・専門的な相談に

ワンストップで対応します。 

  ③ 中小企業１社１社の実態を踏まえ、事業計画の策定と、販路開拓などその着実

な実行を支援して、地域中小企業の多様で活力ある成長発展を促します。 

 

２ 中小企業者の受注機会の確保について 

 県は、自らの工事の発注、物品・役務の調達に関して、県内中小企業への優先発

注の徹底に努めるとともに、県産原材料や県産消費財の優先活用等を行い、中小企

業者の受注機会の確保を図り、中小企業の振興を推進します。 

 

 

第５ 計画の実効性の確保  

 基本計画を実効あるものとして推進していくため、継続的に基本計画の進捗状況を

管理することが極めて重要です。 

 そのため、毎年、県内中小企業の動向、計画に基づいて実施する施策の実施状況及

び施策の効果について、福岡県中小企業対策審議会や関係団体等の意見を聴いて、検

証し、公表します。その検証結果を踏まえ、施策の見直しを図ることで計画の実効性

を確保します。  
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【参考資料】 

福岡県中小企業振興条例 

平成２７年１０月１６日 

福岡県条例第４５号 

 

福岡県の中小企業は、多様な分野で特色ある事業活動を行い、県民に多くの就業の機

会を提供するなど、本県経済において重要な役割を担っている。 

また、小規模企業は、地域に根差し、地域の需要に対応した商品や役務の提供等を通

じ、地域社会の担い手となっている。 

 しかしながら、経済のグローバル化や情報化の進展等による企業間競争の激化、人口

減少や高齢化の進展等による市場規模の縮小など、本県の中小企業は厳しい経営環境に

直面している。 

このような中、地域の活性化に向けて、中小企業の多様で活力ある成長発展を図って

いくためには、中小企業者の自主的な取組を基本としつつ、中小企業に関係する全ての

者が連携、協力し、社会全体で中小企業を育て、支援していく必要がある。 

 ここに、中小企業の振興を県政の重要課題と位置付け、中小企業の振興を総合的かつ

計画的に推進するため、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第一条 この条例は、中小企業が本県経済において重要な役割を果たしていることに鑑

み、中小企業の振興について、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、

中小企業の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本県経済の健全な発展及び県民生

活の向上を図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 一 中小企業者 中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第一項に

規定する中小企業者であって、県内に事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）

を有するものをいう。 

 二 小規模企業者 中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者であって、

県内に事務所等を有するものをいう。 

 三 中小企業支援団体 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会その他の中小企業

に対する支援を行う団体であって、県内に事務所等を有するものをいう。 

 四 金融機関等 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融機関であって県内に事
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務所等を有するもの及び福岡県信用保証協会をいう。 

 五 大学等及び研究機関 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定

する大学及び高等専門学校並びに研究機関であって、県内に事務所等を有するもの

をいう。 

 六 大企業者 中小企業者以外の事業者であって、県内に事務所等を有するものをい

う。 

 

 （基本理念） 

第三条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

 一 中小企業者の経営の改善及び向上に対する自主的な取組が促進されること。 

 二 県、中小企業者、中小企業支援団体、金融機関等、大学等及び研究機関、大企業

者、市町村その他の関係機関並びに県民が相互に連携し、協力することにより推進

されること。 

 三 多様な産業の集積、豊富な人材、高品質な農林水産物その他の本県の有する特性

が活かされること。 

四 小規模企業の振興については、その事業の持続的な発展が図られるよう十分な配

慮がなされること。 

 

（県の責務） 

第四条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、中小

企業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、中小企業の振興に関する施策の実施に当たっては、国、中小企業支援団体、

金融機関等、大学等及び研究機関、大企業者、市町村その他の関係機関と連携して取

り組むものとする。 

３ 県は、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行に留

意しつつ、中小企業者の受注機会の確保に努めるものとする。 

 

（中小企業者の努力） 

第五条 中小企業者は、基本理念にのっとり、経済的社会的環境の変化に対応して、自

主的にその経営の改善及び向上に努めるものとする。 

２ 中小企業者は、地域における雇用の機会の創出に努めるとともに、その事業活動を

通じて、地域の活性化に資するよう努めるものとする。 

 

（中小企業支援団体の役割） 

第六条 中小企業支援団体は、基本理念にのっとり、中小企業者の経営の改善及び向上

を図るための取組を積極的に支援するとともに、県が実施する中小企業の振興に関す
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る施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（金融機関等の役割） 

第七条 金融機関等は、基本理念にのっとり、中小企業者の資金需要に対する適切な対

応並びに経営の改善及び向上に協力するよう努めるとともに、県が実施する中小企業

の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（大学等及び研究機関の役割） 

第八条 大学等及び研究機関は、基本理念にのっとり、人材の育成並びに研究開発及び

その成果の普及を通じて、県が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう

努めるものとする。 

 

（大企業者の役割） 

第九条 大企業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を通じて、中小企業の振興に

配慮するとともに、県が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努める

ものとする。 

 

（市町村の役割） 

第十条 市町村は、基本理念にのっとり、当該市町村の地域の特性を活かして、県が実

施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（県民の理解と協力） 

第十一条 県民は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が、本県経済の健全な発展及

び県民生活の向上に寄与することについて理解を深め、県が実施する中小企業の振興

に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（基本的施策） 

第十二条 県は、基本理念にのっとり、次に掲げる施策を実施するものとする。 

 一 中小企業の創業の促進を図るための施策 

  イ 創業希望者の確保及び育成 

ロ 創業者による事業計画策定の促進 

ハ 創業に必要な資金の円滑な供給 

ニ その他中小企業の創業の促進を図るために必要な施策 

二 中小企業者の経営基盤の強化の促進を図るための施策 

イ 中小企業者による経営基盤の強化に係る計画策定の促進 

ロ 中小企業者の事業活動を担う人材の確保及び育成 
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ハ 事業活動に必要な資金の円滑な供給 

ニ 情報通信技術、商談会等を活用した販路開拓の促進 

ホ 事業承継の円滑化の促進 

ヘ その他中小企業者の経営基盤の強化の促進を図るために必要な施策 

 三 中小企業者の新たな事業展開の促進を図るための施策 

イ 中小企業者による新たな事業展開に係る計画策定の促進 

ロ 中小企業者の新たな事業活動を担う人材の確保及び育成 

ハ 中小企業者の技術の高度化の促進 

ニ 新たな商品及び役務の開発の促進 

ホ アジアをはじめとする海外展開の促進 

ヘ その他中小企業者の新たな事業展開の促進を図るために必要な施策 

四 小規模企業者の事業の持続的な発展を図るための施策 

イ 小規模企業者による事業の持続的な発展に係る計画策定の促進 

ロ 小規模企業者の生産性の向上の促進 

ハ その他小規模企業者の事業の持続的な発展を図るために必要な施策 

２ 県は、前項に掲げる施策を効果的に推進するため、地域において支援体制を整備し、

中小企業支援団体、金融機関等、市町村その他の関係機関と緊密に連携して支援を行

うものとする。 

 

（基本計画の策定） 

第十三条 知事は、中小企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

中小企業の振興に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ福岡県中小企業対策審議会

の意見を聴かなければならない。 

３ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

４ 知事は、中小企業をめぐる情勢の変化等を勘案し、おおむね三年ごとに基本計画を

見直すものとする。 

５ 第二項及び第三項の規定は、基本計画の見直しについて準用する。 

 

（施策の実施状況等の公表） 

第十四条 知事は、毎年、中小企業の動向及び中小企業の振興に関する施策の実施状況

を公表するものとする。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。
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